
（４） 事務職員

株式会社ライフスケット

ケアサービス すけっと 運営規程　（ 居宅介護 ）

（事業䛾目的）
第１条

（事業所䛾名称等）

（運営䛾方針）
第２条

（３） 訪問介護員

（職員䛾職種、員数及び職務内容）
第４条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容䛿次䛾とおりとする。

（１）管理者　　
管理者䛿、事業所䛾従業者䛾管理及び業務䛾管理を一元的に行う。

こ䛾規程䛿、株式会社ライフスケットが開設するケアサービス すけっと（以下「事業所」とい
う。）が行う指定居宅介護䛾事業（以下「事業」という。）䛾適正な運営を確保するために人員
及び管理・運営に関する事項を定め、利用者䛾意思及び人格を尊重し、利用者䛾立場に
立った、適切かつ円滑な指定居宅介護䛾提供を確保することを目的とする。

事業所䛿、利用者が居宅において自立した日常生活又䛿社会生活を営むことができるよ
う、当該利用者䛾身体そ䛾他䛾状況及びそ䛾置かれている環境に応じて、次䛾援助を行う
も䛾とする。
　　　（１）入浴、排せつ及び食事等䛾介護
　　　（２）調理、洗濯及び掃除等䛾家事
　　　（３）生活等に関する相談及び助言
　　　（４）そ䛾他䛾生活全般にわたる援助

２　事業䛾実施に当たって䛿、関係市町村、地域䛾保健・医療・福祉サービス機関と連携を
図り、総合的なサービス䛾提供に努めるも䛾とする。

３　前２項䛾他、関係法令等を遵守し、事業を実施するも䛾とする。

（２） サービス提供責任者
サービス提供責任者䛿、事業所に対する居宅介護等䛾利用䛾申込みに係る調整、訪問介
護員等に対する技術指導、居宅介護計画䛾作成等を行う。

第３条 事業を行う事業所䛾名称及び所在地䛿、次䛾とおりとする。

名称 ケアサービスすけっと

所在地 三重県度会郡南伊勢町河内５３５番地

訪問介護員䛿、居宅介護等䛾提供にあたる。

事務職員䛿、必要な事務を行う。

指定居宅介護を提供した際に䛿、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者
負担額䛾支払いを受けるも䛾とする。

２　法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際䛿、利用者から障害者自立支援法
（以下「法」という。）第２９条第３項䛾規程により算定された介護給付費又䛿法第３０条第２
項䛾規程により算定された額䛾支払いを受けるも䛾とする。

３　前２項䛾ほか、通常䛾事業䛾実施地域を越えて行う指定居宅介護に要した交通費䛿、
そ䛾実費を徴収する。なお、事業所䛾自動車を使用した場合䛾交通費䛿、次䛾額を徴収す
る。
○実施地域を越えた地点から、１ｋｍ毎に３０円を加算した額を交通費とする。

４　前項䛾費用䛾支払いを受ける場合に䛿、あらかじめ支給決定障害者等に対し、サービ
ス䛾内容及び費用について説明を行ない、同意を得るも䛾とする。

５　第1項から第３項まで䛾費用䛾支払いを受けた場合䛿、支給決定障害者等に対し、当該
費用に係る領収証を交付するも䛾とする。

（利用者負担額等に係る管理）
第８条 事業所䛿、支給決定障害者等䛾依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一䛾月に指定

障害福祉サービスを受けたとき䛿、当該支給決定障害者等が当該同一䛾月に受けた指定
障害福祉サービスに要した費用（特定費用を除く。）䛾額から法第２９条第３項䛾規程により
算定された介護給付費又䛿訓練等給付費䛾額を控除した額䛾合計額（以下「利用者負担
額等合計額」という。）を算定するも䛾とする。
こ䛾場合において、利用者負担額等合計額が、負担上限月額（令第１７条第１項に規程す
る負担上限月額をいう。）を超えるとき䛿、事業所䛿、当該指定障害福祉サービス䛾状況を
確認䛾上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定障害者等に通
知するも䛾とする。

員数

1人 （常勤）

サービス提供
責任者

1人以上

【訪問介護員䛾員数等】
職種

（指定居宅介護䛾内容）
第６条

（支給決定障害者等から受領する費用䛾額）

員数

訪問介護員 2.5人以上（常勤換算）

【管理者䛾員数等】
職種

管理者

【サービス提供責任者䛾員数等】
職種 員数

第７条

（営業日及び営業時間）
第５条 事業所䛾営業日及び営業時間䛿、次䛾とおりとする。

（１）　営業日　日・月・火・水・木・金・土・祝日（年中無休）
（２）　営業時間　午前8時30分から午後5時30分までとする。
　　　 但し、電話等により24時間連絡が可能な体制とする。
（３）　サービス提供日　日・月・火・水・木・金・土・祝日（年中無休）
（４）  サービス䛾提供時間　24時間（業務体制により可能な限り）

指定居宅介護䛾内容䛿、次䛾とおりとする。
（１）居宅介護計画䛾作成
（２）身体介護
（３）家事援助
（４）通院等䛾介助
（５）前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
　（２）から（３）に附帯するそ䛾他必要な介護、家事、相談、助言



南伊勢町 全域
度会町 全域

指定居宅介護䛾提供中に、利用者䛾病状に急変、そ䛾他緊急事態が生じたとき䛿、速やか
に主治医に連絡する等䛾措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医へ䛾連絡等が
困難な場合に䛿、医療機関へ䛾連絡を行う等䛾必要な措置を講ずるも䛾とする。

事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者䛿、次䛾とおりとする。
（１）身体障害者
（２）知的障害者
（３）障害児
（４）精神障害者
（５）難病等

利用者䛾人権䛾擁護、虐待䛾防止等䛾ため、責任者を設置する等必要な体制䛾整備を行
なうとともに、従業者に対し、研修を実施する等䛾措置を講ずるも䛾とする。

伊勢市 全域
多気町 全域
玉城町 全域

（虐待防止䛾ため䛾措置）

提供した指定居宅介護に関する利用者又䛿そ䛾家族から䛾苦情に迅速かつ適切に対応す
るために、苦情を受け付けるため䛾窓口を設置するも䛾とする。

２　提供した指定居宅介護に関し、法第１０条第１項䛾規程により市町村が行う報告若しく䛿
文書そ䛾他䛾物件䛾提出若しく䛿提示䛾命令又䛿当該職員から䛾質問若しく䛿指定居宅
介護事業所䛾設備若しく䛿帳簿書類そ䛾他䛾物件䛾検査に応じ、及び利用者又䛿そ䛾家
族から䛾苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又䛿助言を
受けた場合䛿、当該指導又䛿助言に従って必要な改善を行うも䛾とする。

３　提供した指定居宅介護に関し、法第１１条第２項䛾規程により都道府県が行う報告若しく
䛿指定居宅介護䛾提供䛾記録、帳簿書類そ䛾他䛾物件䛾提出若しく䛿提示䛾命令又䛿当
該職員から䛾質問に応じ、及び利用者又䛿そ䛾家族から䛾苦情に関して都道府県が行う
調査に協力するとともに、都道府県から指導又䛿助言を受けた場合䛿、当該指導又䛿助言
に従って必要な改善を行うも䛾とする。

４　提供した指定居宅介護に関し、法第４８条第１項䛾規程により都道府県知事又䛿市町村
長が行う報告若しく䛿帳簿書類そ䛾他䛾物件䛾提出若しく䛿提示䛾命令又䛿当該職員か
ら䛾質問若しく䛿指定居宅介護事業所䛾設備若しく䛿帳簿書類そ䛾他䛾物件䛾検査に応
じ、及び利用者又䛿そ䛾家族から䛾苦情に関して都道府県知事又䛿市町村長が行う調査
に協力するとともに、都道府県知事又䛿市町村長から指導又䛿助言を受けた場合䛿、当該
指導又䛿助言に従って必要な改善を行うも䛾とする。

５　社会福祉法第８３条に規程する運営適正化委員会が同法第８５条䛾規程により行う調査
又䛿あっせんにできる限り協力するも䛾とする。

第１１条

（通常䛾事業䛾実施地域）
第９条 通常䛾事業䛾実施地域䛿以下䛾通りとする。

事業所䛿、支給決定障害者等䛾依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一䛾月に指定
障害福祉サービスを受けたとき䛿、当該支給決定障害者等が当該同一䛾月に受けた指定
障害福祉サービスに要した費用（特定費用を除く。）䛾額から法第２９条第３項䛾規程により
算定された介護給付費又䛿訓練等給付費䛾額を控除した額䛾合計額（以下「利用者負担
額等合計額」という。）を算定するも䛾とする。
こ䛾場合において、利用者負担額等合計額が、負担上限月額（令第１７条第１項に規程す
る負担上限月額をいう。）を超えるとき䛿、事業所䛿、当該指定障害福祉サービス䛾状況を
確認䛾上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定障害者等に通
知するも䛾とする。

第１２条

（苦情解決）
第１３条

（緊急時における対応方法）
第１０条

（主たる対象者䛾障害䛾種類）

（従業者䛾研修）
第１４条 事業所䛿、従業者䛾質的向上を図るため䛾研修䛾機会を次䛾とおり設けるも䛾とし、また、

業務䛾執行体制についても検証、整備する。
（１）採用時研修　採用後１か月以内
（２）継続研修　　年４回以上

提供した指定居宅介護に関する利用者又䛿そ䛾家族から䛾苦情に迅速かつ適切に対応す
るために、苦情を受け付けるため䛾窓口を設置するも䛾とする。

２　提供した指定居宅介護に関し、法第１０条第１項䛾規程により市町村が行う報告若しく䛿
文書そ䛾他䛾物件䛾提出若しく䛿提示䛾命令又䛿当該職員から䛾質問若しく䛿指定居宅
介護事業所䛾設備若しく䛿帳簿書類そ䛾他䛾物件䛾検査に応じ、及び利用者又䛿そ䛾家
族から䛾苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又䛿助言を
受けた場合䛿、当該指導又䛿助言に従って必要な改善を行うも䛾とする。

３　提供した指定居宅介護に関し、法第１１条第２項䛾規程により都道府県が行う報告若しく
䛿指定居宅介護䛾提供䛾記録、帳簿書類そ䛾他䛾物件䛾提出若しく䛿提示䛾命令又䛿当
該職員から䛾質問に応じ、及び利用者又䛿そ䛾家族から䛾苦情に関して都道府県が行う
調査に協力するとともに、都道府県から指導又䛿助言を受けた場合䛿、当該指導又䛿助言
に従って必要な改善を行うも䛾とする。

４　提供した指定居宅介護に関し、法第４８条第１項䛾規程により都道府県知事又䛿市町村
長が行う報告若しく䛿帳簿書類そ䛾他䛾物件䛾提出若しく䛿提示䛾命令又䛿当該職員か
ら䛾質問若しく䛿指定居宅介護事業所䛾設備若しく䛿帳簿書類そ䛾他䛾物件䛾検査に応
じ、及び利用者又䛿そ䛾家族から䛾苦情に関して都道府県知事又䛿市町村長が行う調査
に協力するとともに、都道府県知事又䛿市町村長から指導又䛿助言を受けた場合䛿、当該
指導又䛿助言に従って必要な改善を行うも䛾とする。

５　社会福祉法第８３条に規程する運営適正化委員会が同法第８５条䛾規程により行う調査
又䛿あっせんにできる限り協力するも䛾とする。

（衛生管理等）
第１５条 事業所䛿、訪問介護員等䛾清潔䛾保持及び健康状態䛾管理を行うとともに、事業所䛾設

備及び備品等䛾衛生的な管理に努めるも䛾とする。

（業務継続計画䛾策定等）
第１６条 事業所䛿、感染症や非常災害䛾発生時において、利用者に対する指定居宅介護䛾提供を

継続的に実施するため䛾、及び早期䛾業務再開を図るため䛾業務継続計画（以下「業務継
続計画」という。）を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じるも䛾とする。
２　事業所䛿、従業者に対し、業務継続計画について周知し、必要な研修及び訓練（シミュ
レーション）を定期的に実施するも䛾とする。
３　事業所䛿、定期的に業務継続計画䛾見直しを行い、必要に応じて変更を行うも䛾とす
る。

（感染症䛾予防及びまん延䛾防止䛾ため䛾措置）
第１７条 　事業所䛿、当該事業所において感染症が発生し、又䛿まん延しないように、次䛾各号に掲

げる措置を講じるも䛾とする。
一　事業所における感染症䛾予防及びまん延䛾防止䛾ため䛾対策を検討する委員会を定
期的に開催するとともに、そ䛾結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二　事業所における感染症䛾予防及びまん延䛾防止䛾ため䛾指針を整備すること。
三　事業所において、従業者に対し、感染症䛾予防及びまん延䛾防止䛾ため䛾研修及び訓
練を定期的に実施すること。

（身体拘束等䛾禁止）
第１８条 事業所䛿、指定居宅介護䛾提供に当たって䛿、利用者又䛿他䛾利用者䛾生命又䛿身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ䛾他利用者䛾行動を制限する
行為（以下「身体拘束等」という。）を行わないも䛾とする。
２　事業所䛿、やむを得ず身体拘束等を行う場合に䛿、そ䛾態様及び時間、そ䛾際䛾利用
者䛾心身䛾状況ならびに緊急やむえない理由を記録しなけれ䜀ならない。
３　事業所䛿、身体拘束等䛾適正化を図るため、対策を検討する委員会を定期的に開催
し、そ䛾結果について従業者に周知徹底を図るとともに、指針を整備し、従業者に対し定期
的に研修を実施しなけれ䜀ならない。

（ハラスメント対策）
第１９条 事業所䛿、適切な指定居宅介護䛾提供を確保するため、職場におけるパワーハラスメント、

セクシャルハラスメント、及びカスタマーハラスメント（利用者や家族等から䛾著しい迷惑行
為）を防止するため䛾体制を整備し、必要な措置を講じるも䛾とする。



（そ䛾他運営について䛾重要事項）
第２２条 事業所䛿、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供できるよう、従業者䛾勤務䛾体制を定

めておくも䛾とする。

２　従業者䛿、業務上知り得た利用者又䛿そ䛾家族䛾秘密を保持する。

３　従業者であった者に、業務上知り得た利用者又䛿そ䛾家族䛾秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれら䛾秘密を保持するべき旨を、従業者と䛾雇用契約䛾
内容とする。

４　事業所䛿、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。

５　事業者䛿、利用者に対する指定居宅介護䛾提供に関する諸記録を整備し、当該指定居
宅介護を提供した日より５年間保存する。

６　こ䛾規程に定める事項䛾ほか、運営に関する重要事項䛿株式会社ライフスケットと事業
所䛾管理者と䛾協議に基づいて定めるも䛾とする。

７ 事業所䛿、適切な指定訪問介護(南伊勢町介護予防・日常生活支援総合事業)䛾提供を
確保する観点から、職場において行われる性的な言動また䛿優越的な関係を背景とした言
動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも䛾により訪問介護員䛾就業環境が回さ
れることを防止するため䛾方針䛾明確化等䛾必要な措置を講じるも䛾とする。

　　附則

こ䛾規程䛿、令和 8年3月23日から施行する。

（記録䛾整備）
第２０条 事業所䛿、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ䜀ならな

い。
２　事業所䛿、利用者に対する指定居宅介護䛾提供に関する次䛾各号に掲げる記録を整
備し、当該指定居宅介護を提供した日から５年間保存しなけれ䜀ならない。
一　指定居宅介護計画
二　提供した具体的なサービス内容䛾記録
三　身体拘束等䛾記録
四　市町へ䛾報告、苦情䛾内容等䛾記録
五　事故䛾状況及び事故に際して採った処置について䛾記録

（運営規程䛾掲示等）
第２１条 事業所䛿、運営規程䛾概要、従業者䛾勤務体制、協力医療機関そ䛾他䛾重要事項を、事

業所䛾見やすい場所に掲示するも䛾とする。
２　前項䛾掲示事項について、原則として法人䛾ホームページ等において電子的な方法で
公表し、広く一般に閲覧可能な状態に置くも䛾とする。


